
 

 

 

 

 

 

コメント回答資料 

（２０２１年８月２７日） 

 

 

資料④ 



    

コ メ ン ト 回 答 N o . 7 

 

 

使用済燃料貯蔵設備に保管中の新燃料の輸送容器について 

 

使用済燃料貯蔵設備に保管中の新燃料は、事業所外運搬に係る技術基準に適合し

た設計の MX-6P 型輸送容器（三菱原子燃料(株)が 2021 年 3 月 11 日付け原規

規発第 2103111 号により核燃料輸送物設計承認(別紙)を取得）で搬出する計画で

ある。 

事業所外運搬に使用する新燃料輸送容器は、核燃料輸送物設計承認申請書の申請

者である三菱原子燃料(株)が、当該申請書に記載の保守方法に従い、性能維持を管理

する。 

 

以上 

 

 別紙: 核燃料輸送物設計承認書 
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別紙
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 枠囲みの範囲は機密に係る事項のため公開できません。 
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 枠囲みの範囲は機密に係る事項のため公開できません。 



 

 

コ メ ン ト 回 答 N o . 8 

 

 

美浜発電所１号炉の使用済燃料貯蔵設備で貯蔵している 

新燃料の除染について 

 

通常、発電所において燃料は、１体の燃料集合体単位で取り扱っている。 

使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している新燃料の搬出は、既存の新燃料輸送容器（Ａ

型）を使用する場合を想定すると、燃料棒単位での除染が必要となることから、廃止措置

計画及び保安規定において当該部分を追加して規定した。 

今回、使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している新燃料の搬出方法について詳細検討した

結果、汚染した燃料でも収納できる A 型容器（MX-6P 型)を使用することになり、燃料

棒単位での取り扱い（除染）が不要となったことから当該部分を削除することにしたもの。 

燃料集合体単位又は燃料棒単位での除染は不要であるものの、使用済燃料貯蔵設

備から気中への引上げ時の作業の一環として簡易的な（水かけ）除染を実施する。 

なお、加工事業者では、汚染している燃料でも解体可能なエリアにて作業を行う予定で

ある。 

 

以上 

 

（参考） 

使用済燃料貯蔵設備に保管している新燃料の搬出概要 
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使
用
済

燃
料
貯

蔵
設

備
に

保
管

中
の

新
燃

料
搬

出
概

要
（

今
回

採
用

）
 

 空
の

輸
送
容
器

を
荷

卸
し

、新
燃

料
集
合

体
を

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
か

ら
吊

り
上

げ
・
簡

易
的

な
除

染
後
に

輸
送

容
器

に
収

納
、

梱
包

し
、
ト
ラ

ッ
ク

へ
の
積

み
込

み
、
搬

出
を

行
う
。
 

 

  
 

                                   

使
用

済
燃
料

貯
蔵

設
備

に
保

管
中

の
新
燃

料
搬

出
概

要
（

今
回

採
用

せ
ず

）
 

 

                         

 

 

 

  

 

 

  

 
  

①
 
燃
料

輸
送
容
器
の
搬
入
・
移
動

 
②

 
燃
料
輸
送
容
器
の
設
置
 

③
 
新
燃
料
集
合
体
の
吊

り
上
げ
・

水
か
け
除
染
 

④
 
新

燃
料
集

合
体
の
挿
入
 

⑤
 
燃
料
輸
送
容
器
の
発
送
前

準
備
・
移
動
 

⑥
 
燃
料
輸
送
容
器

の
移
動
・
搬
出
 

燃
料

輸
送

容
器

 

新
燃

料
集

合
体

 

新
燃

料
集

合
体
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

 

解
体
（
ノ
ズ
ル

取
り
外
し
）
 

燃
料
棒
の
引
き
抜
き

・
除

染
・
汚

染
確
認
 

燃
料
棒
組
立
体

へ
の
収
納
・
目
視
検
査
・
輸

送
容
器
の
梱
包
 

移
動
・
搬

出
 

燃
料
引
き

上
げ
・
水
か
け
除
染
 

燃
料
固
定
・
横
倒
し
 

 

（
廃
止
措

置
計
画

 本
文
八
の
記
載
は
、
下
線
部
を
削
除

）
 

１
号
炉
原

子
炉
補
助
建
屋
内
の

使
用
済
燃
料

貯
蔵
設
備
に
貯
蔵
し
て
い
る
新
燃

料
は
、
使
用

済
燃
料
貯
蔵
設
備
に

お
い

て
長
期

間
保
管
さ
れ
て
お
り
、
燃
料
の
表
面
に
は
放
射
性
物
質
が
付
着
し
て
い
る

た
め
、
気
中
で
燃
料

集
合
体
の
散

水
洗
浄
・
乾
燥
を
行
っ
た
後
に
、

輸
送
容
器

に
収
納
す
る
。
輸
送

容
器
に

収
納
す
る
際
、
燃
料

の
表
面

汚
染

に
よ
り
、
使
用
す
る
輸
送
容

器
の
基
準
を
満
足
し
な
い
場
合
は
、
汚
染
の
拡
大
防
止
措
置
を

講
じ

た
う
え

で
、
気
中
で
燃
料
集
合
体
１

体
ご
と
に
燃
料
棒
を
引
き

抜
き
、
燃
料
棒

表
面
を
除
染

し
、

輸
送
容
器
に

収
納
す

る
。
こ
の
燃
料
の

取
扱
い
に
お
い
て
は
、
燃

料
棒
を
安
全
に
取

り
扱

う
た
め
に

専
用
の

作
業
台
を
使
用
し

、
燃
料
棒
の
変
形
及
び
損

傷
を
防
止
す
る
と

と
も

に
、
取
り

扱
う
数

量
を
燃
料
集
合
体

１
体
ご
と
か
つ
そ
の
１
体

分
の
燃
料
棒
に
限

定
し

、

臨
界
を
防

止
す
る
。

 

- 8-2 -



 

 

コ メ ン ト 回 答 N o . ９ 

 

 

新燃料の臨界防止に関する保安規定の記載について 

 

保安規定に運転中から規定されている「１６１条（新燃料の運搬）第２項（３）

新燃料が臨界に達しない措置を講じること。」については、「実用炉規則第八十八条

（工場又は事業所において行われる運搬）第１項第一号:核燃料物質の運搬は、

いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。」に基

づいている。 

廃止措置計画においては、「３．核燃料物質の搬出及び輸送」の項目に「核燃料物

質の搬出及び輸送は、関係法令を遵守して実施するとともに、保安のために必要な措

置を保安規定に定めて実施する。」と記載しており、「新燃料が臨界に達しない措置」は

「関係法令の遵守」に含まれている。 

 

以 上 

 

 

別紙:適用法令と保安規定及び廃止措置計画との関連 
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適
用

法
令

と保
安

規
定

及
び

廃
止

措
置

計
画

との
関

連
 

実
用

炉
規

則
 

 
保

安
規

定
 

 
廃

止
措

置
計

画
 

第
八

十
八

条
（

工
場

又
は

事
業

所
に

お
い

て
行

わ
れ

る
運

搬
）

 

法
第

四
十

三
条

の
三

の
二

十
二

第
一

項
の

規
定

に
よ

り、
発

電
用

原

子
炉

設
置

者
は

、
発

電
用

原
子

炉
施

設
を

設
置

し
た

工
場

又
は

事
業

所
に

お
い

て
行

わ
れ

る
核

燃
料

物
質

又
は

核
燃

料
物

質
に

よ
って

汚
染

さ

れ
た

物
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
「核

燃
料

物
質

等
」と

い
う
。
）

の
運

搬

に
関

し
、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
措

置
を

講
じ

、
運

搬
前

に
こ

れ
ら

の
措

置
の

実
施

状
況

を
確

認
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

一
 
核

燃
料

物
質

の
運

搬
は

、
い

か
な

る
場

合
に

お
い

て
も

、
核

燃
料

物
質

が
臨

界
に

達
す

る
お

そ
れ

が
な

い
よ

う
に

行
う
こ

と。
 

二
 
核

燃
料

物
質

等
を

運
搬

す
る

場
合

は
、
こ

れ
を

容
器

に
封

入
す

る

こ
と。

た
だ

し
、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、
こ

の
限

りで
な

い
。
 

イ
 

核
燃

料
物

質
に

よ
って

汚
染

さ
れ

た
物

（
そ

の
放

射
能

濃
度

が
原

子
力

規
制

委
員

会
の

定
め

る
限

度
を

超
え

な
い

も
の

に
限

る
。
）

で
あ

っ

て
、
放

射
性

物
質

の
飛

散
又

は
漏

え
い

の
防

止
そ

の
他

原
子

力
規

制
委

員
会

の
定

め
る

放
射

線
障

害
防

止
の

た
め

の
措

置
を

講
じ

た
も

の
を

運
搬

す
る

場
合

 

ロ
 

核
燃

料
物

質
に

よ
って

汚
染

さ
れ

た
物

で
あ

って
、
大

型
機

械
等

容

器
に

封
入

し
て

運
搬

す
る

こ
とが

著
し

く困
難

な
も

の
を

原
子

力
規

制
委

員

会
の

承
認

を
受

け
た

放
射

線
障

害
防

止
の

た
め

の
措

置
を

講
じ

て
運

搬
す

る
場

合
 

三
 
前

号
の

容
器

は
、
次

に
掲

げ
る

基
準

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ

と。
 イ
 

当
該

容
器

に
外

接
す

る
直

方
体

の
各

辺
が

十
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

以

上
とな

る
も

の
で

あ
る

こ
と。

 

ロ
 

容
易

か
つ

安
全

に
取

り扱
う
こ

とが
で

き
、
か

つ
、
運

搬
中

に
予

想
さ

れ
る

温
度

及
び

内
圧

の
変

化
、
振

動
等

に
よ

り、
亀

裂
、
破

損
等

が
生

じ

る
お

そ
れ

が
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と。

 

（
以

下
省

略
）

 

 
（

新
燃

料
の

運
搬

）
 

第
１

６
１

条
 

原
子

燃
料

課
⾧

は
、

新
燃

料
輸

送
容

器
か

ら
新

燃
料

を

取
り
出

す
場

合
は

、
補

助
建

屋
ク

レ
ー

ン
、
新

燃
料

エ
レ

ベ
ー

タ
、

使
用

済

燃
料

ピ
ット

ク
レ

ー
ン

の
う
ち

か
ら

必
要

な
燃

料
取

扱
設

備
を

使
用

す
る

。
 

２
．

原
子

燃
料

課
⾧

は
、

発
電

所
内

に
お

い
て

新
燃

料
を

運
搬

す
る

場
合

は
、
運

搬
前

に
次

の
事

項
を

確
認

し
、
新

燃
料

輸
送

容
器

に
収

納
す

る
。
 

(1
) 

法
令

に
適

合
す

る
容

器
を

使
用

す
る

こ
と。

 

(2
) 

補
助

建
屋

ク
レ

ー
ン

、
新

燃
料

エ
レ

ベ
ー

タ
、

使
用

済
燃

料
ピ

ット
ク

レ
ー

ン
の

う
ち

か
ら

必
要

な
燃

料
取

扱
設

備
を

使
用

す
る

こ
と。

 

(3
) 

新
燃

料
が

臨
界

に
達

し
な

い
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

な
お

、
新

燃
料

か
ら

燃
料

棒
を

引
抜

き
、

燃
料

棒
表

面
を

除
染

す
る

場
合

は
、

取
り

扱
う
数

量
を

燃
料

集
合

体
１

体
毎

か
つ

そ
の

１
体

分
の

燃
料

棒
に

限

定
す

る
こ

と。
 

（
以

下
省

略
）

 

 
3.

 核
燃

料
物

質
の

搬
出

及
び

輸
送

 

核
燃

料
物

質
の

搬
出

及
び

輸
送

は
、

関
係

法
令

を
遵

守
し

て

実
施

す
る

と
とも

に
、
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
保

安
規

定
に

定
め

て
実

施
す

る
。
 

１
号

炉
原

子
炉

補
助

建
屋

内
の

新
燃

料
貯

蔵
設

備
に

貯
蔵

し
て

い
る

新
燃

料
は

、
原

子
炉

補
助

建
屋

内
で

輸
送

容
器

に
収

納
す

る
。
 

１
号

炉
原

子
炉

補
助

建
屋

内
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
に

貯
蔵

し
て

い
る

新
燃

料
は

、
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

に
お

い
て

⾧

期
間

保
管

さ
れ

て
お

り
、
燃

料
の

表
面

に
は

放
射

性
物

質
が

付
着

し
て

い
る

た
め

、
気

中
で

燃
料

集
合

体
の

散
水

洗
浄

・乾
燥

を
行

っ
た

後
に

、
輸

送
容

器
に

収
納

す
る

。
輸

送
容

器
に

収
納

す
る

際
、

燃
料

の
表

面
汚

染
に

よ
り
、

使
用

す
る

輸
送

容
器

の
基

準
を

満
足

し
な

い
場

合
は

、
汚

染
の

拡
大

防
止

措
置

を
講

じ
た

う
え

で
、

気
中

で
燃

料
集

合
体

１
体

ご
と
に

燃
料

棒
を

引
き

抜
き

、
燃

料
棒

表
面

を
除

染
し

、
輸

送
容

器
に

収
納

す
る

。
こ

の
燃

料
の

取

扱
い

に
お

い
て

は
、

燃
料

棒
を

安
全

に
取

り
扱

う
た

め
に

専
用

の
作

業
台

を
使

用
し

、
燃

料
棒

の
変

形
及

び
損

傷
を

防
止

す
る

と
と
も

に
、

取
り
扱

う
数

量
を

燃
料

集
合

体
１

体
ご

と
か

つ
そ

の
１

体
分

の
燃

料
棒

に
限

定
し

、
臨

界
を

防
止

す
る

。
 

輸
送

容
器

に
収

納
後

、
解

体
対

象
施

設
か

ら
搬

出
し

、
加

工

施
設

へ
輸

送
す

る
。
 

（
以

下
省

略
）

 

 

別
 
紙
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コ メ ン ト 回 答 N o . １ ０ 

 

 

残存放射能調査及び被ばく評価における対象核種について 

 

残存放射能調査（添付書類五）、平常時被ばく評価（添付書類三）及び事故時

被ばく評価（添付書類四）における評価対象核種は、「発電用原子炉廃止措置工事

環境影響評価技術調査－環境影響評価パラメータ調査研究－（平成１８年度経済

産業省原子力安全・保安院 放射性廃棄物規制課委託調査、財団法人電力中央研

究所）の添付 廃止措置工事環境影響評価ハンドブック（第 3 次版）」（以下「電中

研ハンドブック」という）で選定されている 55 核種としている。 

 

電中研ハンドブックでは、廃止措置時の安全性の評価として考慮すべき以下の事項を

踏まえ、5～300 年の範囲で存在割合が 0.1%以上となる核種等から 55 核種を評価

対象核種としている。 

  廃止措置工事の際に放出される放射性物質を反映する。 

  廃止措置工事開始までの減衰期間を考慮する。 

  廃止措置時に想定される環境移行経路（気体廃棄物および液体廃棄物）に対

して寄与の大きな核種を想定する。 

 

以 上 
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残
存

放
射

能
調

査
の

調
査

範
囲

と解
体

対
象

施
設

に
つ

い
て

 
残

存
放

射
能

調
査

で
は

、
放

射
化

汚
染

調
査

と二
次

的
な

汚
染

調
査

を
実

施
し

た
。

 
放

射
化

汚
染

調
査

範
囲

は
、
中

性
子

照
射

に
よ

る
放

射
化

範
囲

が
対

象
とな

る
。
調

査
対

象
範

囲
は

使
用

済
燃

料
ピ

ット
及

び
原

子
炉

容
器

周
辺

の
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

設
備

、
コ

ン
ク

リー
ト

、
建

屋
で

あ
る

。
 

二
次

的
な

汚
染

の
調

査
範

囲
は

、
主

に
一

次
冷

却
材

の
接

液
箇

所
が

対
象

とな
る

。
調

査
対

象
範

囲
は

一
次

冷
却

材
の

通
水

す
る

系
統

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ット

で
あ

る
。

 
解

体
対

象
範

囲
の

イ
メ

ー
ジ

を
下

図
に

示
す

。
:

放
射

化
汚

染
調

査
範

囲

:
二

次
的

な
汚

染
調

査
範

囲
解

体
対

象
施

設
範

囲
（

1,
2号

炉
）

原
子

炉
格

納
容

器

原
子

炉
補

助
建

屋
タ

ー
ビ

ン
建

屋

蒸
気

発
生

器

使
用

済
燃

料
ピ

ット

海
水

ポ
ン

プ

そ
の

他
２

次
系

設
備

発
電

機

体
積

制
御

タン
ク

原
子

炉
容

器加
圧

器原
子

炉
格

納
容

器
内

設
備

・機
器

外
部

遮
蔽

コ
メ

ン
ト

回
答
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o
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平
常

時
被

ば
く評

価
お

よ
び

事
故

時
被

ば
く評

価
で

解
体

を
想

定
し

た
解

体
対

象
物

に
つ

い
て

 
添

付
書

類
三

お
よ

び
添

付
書

類
四

の
気

体
・液

体
廃

棄
物

の
放

出
量

を
評

価
す

る
際

に
想

定
し

て
い

る
解

体
撤

去
物

の
範

囲
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

とお
り。

第
2段

階
:

原
子

炉
周

辺
設

備
全

て
（

た
だ

し
、
建

屋
内

の
埋

設
配

管
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

コ
ン

ク
リー

ト
を

除
く）

第
3段

階
:

原
子

炉
領

域
及

び
原

子
炉

周
辺

設
備

全
て

（
建

屋
内

の
埋

設
配

管
及

び
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

コ
ン

ク
リー

ト
を

除
く原

子
炉

周
辺

設
備

の
解

体
に

よ
って

発
生

す
る

気
体

・液
体

廃
棄

物
に

つ
い

て
は

、
第

2段
階

及
び

第
3段

階
の

両
方

に
重

複
し

て
発

生
す

る
とし

て
評

価
し

て
い

る
。
）

 
な

お
、
放

出
期

間
に

つ
い

て
は

、
第

２
段

階
及

び
第

３
段

階
に

お
け

る
解

体
撤

去
を

そ
れ

ぞ
れ

１
年

間
で

行
い

、
発

生
す

る
放

射
性

気
体

廃
棄

物
が

年
間

を
通

じ
て

放
出

さ
れ

る
も

の
とし

て
評

価
し

て
い

る
。

（
第

2段
階

は
、
14

年
間

で
実

施
す

る
解

体
撤

去
工

事
を

1年
間

で
、
第

3段
階

は
6年

間
で

実
施

す
る

解
体

撤
去

を
1年

間
で

実
施

す
る

と
し

て
評

価
）
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ト
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準
備

期
間

（
第

１
段

階
）

（
20

16
～

20
21

年
）

原
子

炉
周

辺
設

備
解

体
撤

去
期

間
（

第
２

段
階

）
（

20
22

～
20

35
年

）

原
子

炉
領

域
解

体
撤

去
期

間
（

第
３

段
階

）
（

20
36

～
20

41
年

）

建
屋

等
解

体
撤

去
期

間
（

第
４

段
階

）
（

20
42

～
20

45
年

）

全
体

工
程

２
次

系
設

備
の

解
体

撤
去

原
子

炉
周

辺
設

備
解

体
の

解
体

撤
去

原
子

炉
領

域
の

解
体

撤
去

建
屋

等
の

解
体

撤
去

原
子

炉
周

辺
設

備
解

体
の

解
体

撤
去

系
統

除
染 残

存
放

射
能

調
査

核
燃

料
物

質
の

搬
出 ２

次
系

設
備

の
解

体
撤

去

原
子

炉
領

域
の

解
体

撤
去

建
屋

等
の

解
体

撤
去

安
全

貯
蔵

大
型

機
器

解
体

２
次

系
の

主
要

な
大

型
機

器
の

解
体

例
)

・タ
ー

ビ
ン

・復
水

器
・脱

気
器

等

大
型

機
器

解
体

第
１

段
階

に
引

き
続

き
、

主
要

な
大

型
機

器
の

解
体

例
)

・発
電

機
・湿

分
分

離
加

熱
器

そ
の

他
機

器
解

体
２

次
系

機
器

の
解

体
例

)
・復

水
器

空
気

抽
出

ポ
ン

プ
・薬

注
装

置
等

そ
の

他
機

器
解

体

原
子

炉
補

助
建

屋
保

管
エ

リア
予

定
場

所
等

の
機

器
解

体

原
子

炉
補

助
建

屋
の

機
器

解
体

格
納

容
器

保
管

エ
リア

予
定

場
所

の
機

器
解

体

格
納

容
器

の
機

器
解

体

保
管

エ
リア

予
定

場
所

お
よ

び
除

染
等

を
行

う
エ

リア
の

機
器

解
体

例
)

・内
部

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
室

・余
熱

除
去

ク
ー

ラ
室

等
保

管
エ

リア
確

保
後

、
保

管
エ

リア
予

定
場

所
以

外
の

機
器

解
体

例
)

・体
積

制
御

タ
ン

ク
室

・非
再

生
ク
ー

ラ
室

等

第
２

段
階

に
引

き
続

き
２

次
系

機
器

の
解

体

タ
ー

ビ
ン

建
屋

解
体

そ
の

他
機

器
の

解
体

お
よ

び
核

燃
料

物
質

の
搬

出

保
管

エ
リア

予
定

場
所

の
機

器
解

体
例

)
・格

納
容

器
循

環
空

調
装

置
保

管
エ

リア
確

保
後

、
保

管
エ

リア
予

定
場

所
以

外
の

機
器

解
体

例
)

・加
圧

器
逃

し
タ
ン

ク
等

格
納

容
器

の
機

器
解

体

安
全

貯
蔵

後
、
解

体
す

る
。

例
)

・蒸
気

発
生

器
・加

圧
器

等

第
２

段
階

に
引

き
続

き
、
格

納
容

器
内

機
器

の
解

体

格
納

容
器

安
全

貯
蔵

範
囲

の
機

器
解

体

原
子

炉
補

助
建

屋
の

機
器

解
体

第
２

段
階

に
引

き
続

き
、

原
子

炉
補

助
建

屋
内

機
器

の
解

体

支
持

構
造

物

原
子

炉
容

器

一
次

遮
蔽

壁

支
持

構
造

物
、
原

子
炉

容
器

、
一

時
遮

蔽
壁

の
順

に
解

体
す

る
。

格
納

容
器

解
体

原
子

炉
補

助
建

屋
解

体

管
理

区
域

解
除

後
に

、
建

屋
解

体
を

実
施

す
る

。

原
子

炉
補

助
建

屋
使

用
済

み
燃

料
ピ

ット
の

解
体

核
燃

料
物

質
の

搬
出

後
、
使

用
済

み
燃

料
ピ

ット
を

解
体

す
る

。

機
器

・建
屋

の
解

体
撤

去
予

定
に

つ
い

て
コ

メ
ン

ト
回

答
N
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